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第第第第１８１８１８１８回豊島廃棄物等管理委員会議事録回豊島廃棄物等管理委員会議事録回豊島廃棄物等管理委員会議事録回豊島廃棄物等管理委員会議事録    

 

平成２１年３月２８日(土) 

１３：００～１６：４０ 

場所：ルポール讃岐 

 

出席委員  （○印は議事録署名人） 

永田委員長 

岡市委員 

○河原委員 

堺委員 

○高月委員 

中杉委員 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    開会開会開会開会    

○香川県環境森林部長が開会の挨拶（内容は省略）をしました。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    会議会議会議会議のののの成立成立成立成立    

○事務局から豊島廃棄物等管理委員会委員８名のうち６名が出席しており、設置要綱

第５条第２項の規定により会議が成立していることを報告しました。 

    

ⅢⅢⅢⅢ    議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人のののの指名指名指名指名    

○議長（委員長）が出席委員の中から、河原委員と高月委員を議事録署名人に指名し

ました。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    委員会委員会委員会委員会のののの運営運営運営運営についてについてについてについて    

○豊島廃棄物等管理委員会の運営（公開・非公開）については、特に非公開情報がな

い限り原則公開することとしており、今回の審議内容には非公開情報がないと判断

して公開としました。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    傍聴人傍聴人傍聴人傍聴人のののの意見意見意見意見    

＜公害等調整委員会＞ 

○本日の管理委員会では沈砂池２の水質検査結果や平成２１年度の豊島廃棄物等処理

事業年度計画などについてご審議いただく予定となっていますので、専門的な観点

から十分なご検討のほどよろしくお願いいたします。 

 

＜直島町代表者＞ 

○管理委員会委員の先生方には、豊島廃棄物等処理事業に大変なご苦労をいただいてお

りますことを改めて感謝申し上げます。さて、本年度には、豊島廃棄物等の全体重量
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の見直しに伴い、新たな処理計画が策定されました。このスケジュールでは、当初の

計画どおり平成２４年度末までに処理を完了することとなっています。しかしながら、

現在までの過程を踏まえると、計画どおりに処理を進めることの困難性は明らかです

ので、県には一層の努力が求められると思っています。直島町としては、安全と環境

を第一に、計画期間内に豊島廃棄物全量を処理できるよう希望しています。 

 

＜豊島住民代表者＞ 

○まず、豊島交流センターに設置している情報表示端末専用パソコンが故障しています

ので、早急に修理してください。また、平成２１年２月中旬からロータリーキルン炉

による仮置き土の高温熱処理を実施していますが、情報表示システムでは、その処理

量が表示されていませんので、適切な表示方法などを早急に検討してください。また、

平成２１年２月２４日に第３工区の遮水シート撤去工事にあわせてシート上の雨水

を南トレンチへ導水するため、排水路を接続する工事が行われましたが、一部を閉鎖

せず、汚水が沈砂池２に流入したことについては、初歩的なミスであると思います。

なぜ、２月２５日に閉鎖できていない箇所を遮断した後、３月１日まで放流を止めな

かったのか、二重のミスではないかと思います。同じようなことは、平成１４年５月

や平成１６年１０月にも起こっていますが、これまでの教訓がまったく活かされてい

ませんので、これまで以上に緊張感を持って取り組んでください。 

以上のとおり、意見を述べました。 

 

これに対し、委員長等から次のとおり発言がありました。 

○（委員長）ただ今ご指摘、あるいはご意見いただいた件については、後ほどそれぞれ

該当の箇所で審議しますが、回答できる質問については、答えてください。 

○（県）豊島交流センターのパソコンの故障については、修理部品の調達に時間がかか

りますので、もうしばらくお待ちください。 

○（委員長）修理時期などを後日改めて、豊島住民会議に連絡してください。また、そ

の他のご指摘については、後ほど関連する箇所でも議論します。 

 

ⅥⅥⅥⅥ    審議審議審議審議・・・・報告事項報告事項報告事項報告事項    

１１１１    豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況（（（（審議審議審議審議・・・・報告報告報告報告））））    

    （（（（１１１１））））豊島処分地定期環境計測豊島処分地定期環境計測豊島処分地定期環境計測豊島処分地定期環境計測のののの水質検査結果水質検査結果水質検査結果水質検査結果についてについてについてについて（（（（沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池２２２２））））    

○（県）資料１８・Ⅱ／１－１豊島処分地定期環境計測の水質検査結果（沈砂池２）を

報告します。豊島処分地内沈砂池２の水質については、定期環境計測を４回／年実施

していますが、この度、平成２１年３月２日の定期環境計測において、沈砂池２の貯

留水からダイオキシン類が管理基準値を超えて検出されました。検査結果は３頁のと

おりで、ダイオキシン類が１５ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ（管理基準値１０ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ）

でした。なお、その他の項目については、すべて管理基準値以下でした。測定したダ

イオキシン類の構成（池水）は、５頁（溶解態）、６頁（懸濁態）表のとおりで、溶

解態のダイオキシン類濃度のほうが高い数値（１１ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ）でした。次に

４頁別紙１－２に基づき、汚染原因を説明します。豊島処分地では、第３工区を掘削
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するために、平成２１年２月２４日から遮水シート除去工事を実施していました。こ

れに合わせて、汚水が沈砂池２に流入しないように、第３工区のシート上雨水の排水

路を南トレンチへ導水する工事も行っていました。改良すべきポイントは、図面の３

箇所（第３工区西側、第３工区中央部南側、南トレンチ西側）ですが、このうち、点

線○印の箇所が閉塞されておらず、２５日未明から翌朝にかけての降雨により、第３

工区の一部のシート除去区域から汚水が沈砂池２に流れ込んだことが原因ではない

かと推察しています。その後、２５日の朝、直島環境センター職員が遮断できていな

い箇所を確認して、直ちに遮断等の措置を講じました。次に、推定放流量と地先海域

への影響を報告します。３月１日までは通常管理を行っており、オーバーフローによ

る放流が行われていました。２月２５日から３月１日までには、２回ほど雨が降って

いますが、豊島処分地の降雨量から推定すると、２月２５日の放流量は約４００ｍ

3

、

２月２７日は２５０ｍ

3

で、放流水に含まれていたダイオキシン類量は９.８ｍｇ－Ｔ

ＥＱと推定しています。仮に、ダイオキシン類１５ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌで１日約４００

ｍ

3

が海域に放流された場合、環境基準値１ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌを超過する範囲は、排

水口から半径１.２ｍ以内で、海域に及ぼす影響は極めて小さいと考えられます。今

回の事案の発生については、シート除去工事、排水路工事の手順が計画どおりにでき

ていなかったこと、県から工事業者への指示が口頭であったこと、遮断の確認等が不

十分であったことなどが原因ではないかと考えています。また、２月２５日の降雨時

における第３工区からの浸出水等の漏出について、その可能性が小さいと認識してい

て、緊急時という認識が不十分であったことも原因ではないかと考えています。今後

は、現場の監督頻度を増やすなど現場管理を強化するとともに、マニュアルに則した

連絡通報や水門操作等の現場管理を行うよう職員全員に再教育を行い、マニュアル順

守を徹底し、再発防止に努めます。なお、沈砂池２の貯留水を南トレンチに移送した

後、第４工区の水路と沈砂池２を洗浄します。そして、雨水を貯留し、水質検査を実

施して、管理基準値に適合していることを確認したうえで放流することとしています。

その後、豊島処分地排水・地下水等対策検討会の指導・助言を得て、通常管理に戻す

予定です。また、今回の事案の発生を受けて、原因を究明するために水質調査を実施

します。既に、沈砂池１、沈砂池２、沈砂池２に併設している初期雨水貯留槽、南ト

レンチ、西海岸地先海水を採水（３月２４日）し、香川県環境保健研究センターと直

島環境センターで分析していますが、分析に２０日間程度要しますので、改めて結果

を報告します。 

以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）会議の冒頭に豊島住民代表者からも指摘がありましたが、２月２５日から３

月２日にかけての状況をどのように判断したのかという点について、改めて説明して

ください。 

○（県）２月２５日の朝、直島環境センター職員が遮断できていなかった箇所を発見し

て、直ちに当該箇所を封鎖し、沈砂池２への汚水の流入を遮断しました。しかしなが

ら、その段階では、遮水シート除去面積が非常に小さかったということ、表面を覆土
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（５０ｃｍ程度）しており、流入したとしても表土部分の土壌であろうということで、

マニュアルに規定された異常時の対応には該当しないと判断したため、水質検査日

（３月２日）まで通常管理を行っていました。 

○（委員）現段階では、汚染原因を類推したうえで、対策を検討しなければいけません。

そして、今後の分析結果を見て、状態が元に戻っているかどうか確認してください。

仮に元の状態に戻らなかった場合は別の原因を究明しなければいけません。現段階で

は、直近の事故によって水質が変化したと考えますので、これについて対応していく

べきだと考えています。そういった意味では、今後の分析結果を踏まえて、原因が正

しかったかどうか、対応がこれでよかったかどうか判断しなければいけません。 

○（委員）県の工事管理に関する指示や確認が不十分であったことが原因のひとつであ

ったという説明がありました。今後も豊島処分地の掘削作業については、ルーティー

ン的な定常的作業と掘削などに移行する前段階などの非定常的作業が発生すると思

います。そういった意味で言うと、今回は非定常的作業中に起こったということが問

題となります。その際の管理をきちんと文書化していなかったことにより、工事業者

を含めて職員が作業内容をきちんと理解して取り組んでいなかったという状態があ

ったのではないかと思います。そのため、例えば、工事の実施を誰が指示確認するの

かなど管理フローをきちんと文書化してください。そして、管理委員会委員と豊島住

民会議や直島町の関係者に提出してください。工事を実施する際には、必ず管理フロ

ーを策定することが重要だと考えています。こういった事故を起こした直後ですので、

ルールを作って、きちんと対処していくという姿勢を管理委員会や関係者に示してく

ださい。これから非定常的な作業や工事を実施する際には、その都度、必ず文書を作

るという形で取り組んでください。 

 

（（（（２２２２））））豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況    

（（（（３３３３））））豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業のののの原単位表等原単位表等原単位表等原単位表等 

○（県）資料１８・Ⅱ／１－２豊島廃棄物等処理事業の実施状況を報告します。豊島廃

棄物等処理事業は、本格的な処理を開始して、既に５年６ヶ月が経過しています。平

成２１年２月末現在までの処理実績は２９４,０００トン余、全体量に対する処理率

は４４.１％です。また、平成２０年度の月間処理実績の合計は５３,９０９トン、処

理計画の９８.４％です。なお、平成２１年２月２０日からロータリーキルン炉によ

る仮置き土の高温熱処理を実施しています。現在、溶融不要物と混焼して処理してい

ますので、仮置き土のみの処理量ではありませんが、平成２１年２月のロータリーキ

ルン炉処理量は２１０トンです。後ほど、資料１８・Ⅱ／２－１で仮置き土の高温熱

処理の状況を報告しますが、本格的な処理を開始して以降のロータリーキルン炉処理

量（平均）は約２０トン／日です。なお、仮置き土の高温熱処理の実施が若干遅れた

こともあり、平成２０年度処理量は計画量を下回る見込みですが、本格的な処理を開

始して以降、初めて６０,０００トン／年を上回る見込みです。参考資料として、平

成２１年１月から３月２２日までの１号、２号炉の溶融運転のデータを添付していま

す。平成２０年度から処理量対策の一環として、年末年始も施設を稼働する計画でし

たが、前回の管理委員会当日（平成２０年１２月２７日）に、２号炉ボイラー内のダ
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ストの閉塞によって立ち下げを行いました。なお、１号炉については、予定どおり１

月１日まで運転し、翌日立ち下げて、定期整備に入っています。なお、定期整備後は、

１、２号炉とも１００トン／日程度処理しています。２頁の搬出量、積込量及び輸送

量は表のとおりで、概ね計画どおりです。次の表４は、副成物の有効利用状況です。

このうち、溶融スラグについては、公共工事のコンクリート骨材として順調に利用し

ています。また、粗大スラグについては、これまですべて製砂スラグに混合していま

したが、処理量対策として溶融助剤添加量を減少させるため、スラグの品質管理を徹

底するという観点から、製砂スラグへの粗大スラグの混合割合を５段階（１００％、

７５％、５０％、２５％、０％）でアルカリシリカ反応性試験を実施しています。現

在のところ、スラグの品質上、問題は出ていません。５頁は直島及び豊島における環

境モニタリング調査等の計画及び実施状況です。先ほど報告したとおり、沈砂池２の

ダイオキシン類の環境基準値超過に伴う原因調査を実施し、現在分析中であることを

示しています。６頁には、薬品、ユーティリティー等の使用量を示しています。土壌

比率の増加に伴い、均質化前の廃棄物の含水率が増加していることや溶融助剤添加量

を低減させる目的で、カルシウムとしての効果が高い生石灰の添加量を増やしている

こともあり、その使用量が増えています。逆に、例年と比べて、豊島・直島での炭酸

カルシウム使用量がかなり減っています。次頁は、豊島・直島の見学者数の推移です

が、表のとおり、前年と比べて減少しています。最後に、前回の管理委員会以降、本

日までのひやり・ハット等の報告件数は０件です。 

○次の資料１８・Ⅱ／１－３豊島廃棄物等処理事業の原単位表と処理コストは表のとお

りです。 

以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）資料１８・Ⅱ／１－２の数値と資料１８・Ⅱ／１－３の表記の関係について、

これまでは、粗大スラグを再溶融処理していましたが、処理量対策の観点から系外に

出して、溶融スラグに混合して販売しています。原単位表には粗大スラグに関するデ

ータは表記されていませんが、ここに示している溶融スラグのデータに粗大スラグの

量が含まれているのですか。 

○（県）資料１８・Ⅱ／１－２表４欄外の注意書きのとおり、粗大スラグ販売量は溶融

スラグの内数です。 

○（委員）溶融スラグ合計販売量に粗大スラグ販売量が含まれているのであれば、もう

少しわかりやすく表記してください。 

○（委員）今後は、溶融炉のトレンドだけではなく、ロータリーキルン炉の運転状況（投

入量、温度など）も示してください。 

○（県）クボタとも協議しながら適切なデータの示し方を検討します。 

 

２２２２    豊島廃棄物等豊島廃棄物等豊島廃棄物等豊島廃棄物等のののの処理量対策処理量対策処理量対策処理量対策（（（（審議審議審議審議・・・・報告報告報告報告））））    

（（（（１１１１））））ロータリーキルンロータリーキルンロータリーキルンロータリーキルン炉炉炉炉によるによるによるによる仮置仮置仮置仮置きききき土土土土のののの高温熱処理高温熱処理高温熱処理高温熱処理    

（（（（２２２２））））土壌比率土壌比率土壌比率土壌比率アップアップアップアップによるによるによるによる処理量対策処理量対策処理量対策処理量対策    
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○（県）資料１８・Ⅱ／２－１ロータリーキルン炉による仮置き土の高温熱処理を説明

します。この件については、薬剤を添加することなく溶融不要物と混焼し、高温熱処

理後の処理物をセメント原料として有効利用することが第１５回管理委員会で承認

されました。その後、各種マニュアルの見直しを行うとともに必要な改造工事等を実

施して、平成２１年２月から本格的な処理を開始しましたので、今回は、処理状況等

を報告します。処理状況は、図１にまとめています。３月５日には、後燃焼バーナ周

辺にクリンカが付着したため、３日程度処理を停止し、３月１３日には、残渣搬送コ

ンベヤに処理物が詰まったため、一時的に処理を停止しましたが、その期間を除く、

平均投入量は１９.８トン／日です。２頁目には、この期間の運転データをまとめて

います。まず、図２には各部温度のトレンド（出口温度、後燃焼室出口温度、バグフ

ィルタ入口温度）を示しています。図３は重油使用量のトレンドですが、処理対象物

の可燃物量によって使用量が変動しているのではないかと推定しています。図４には、

排ガス性状のトレンドをまとめています。ＮＯｘ濃度については、６０～７０ｐｐｍ

程度（管理基準値：１００ｐｐｍ）で安定的に管理しています。それから、ＨＣI濃

度については、消石灰の噴霧装置に不具合が生じたため、３月１７日から３月１８日

にかけて濃度が上昇し、１８日（１時間のみ）に管理基準値（４０ｐｐｍ）を超えま

したが、その後は安定的に管理しています。次頁の表１はこの期間の平均的な運転デ

ータで、投入量は１９.８トン／日、後燃焼室出口温度は９０９℃、排ガスＮＯｘ濃

度は７０ｐｐｍです。次に、課題と今後の対応を説明します。処理対象物の中には可

燃物が含まれていることから、処理量が２０トン／日程度となっていますので、現状

よりも小さな目開きで選別するとともに機械化を検討し、処理量を確保します。なお、

３月２３日にスケルトンバケット（篩い目１００ｍｍ）にかえて、バケットトロンメ

ル（篩い目６０ｍｍ）を使用して選別試験を行いました。また、後燃焼バーナ周辺の

クリンカ付着に対しては、可燃物量を下げることも行いながら、経過観察のうえ、適

切な対策を検討します。それから、排出系での粉じん対策については、散水等の対策

を検討します。 

○次に、資料１８・Ⅱ／２－２土壌比率アップ等による処理量対策を説明します。この

件については、第１５回管理委員会で試験計画の承認をいただき、第１７回管理委員

会で中間報告したうえで、これまでデータを蓄積してきました。なお、土壌比率アッ

プとあわせて、溶融助剤添加量の抑制による処理量への影響についても報告します。

図１には土壌比率と溶融炉投入量、溶融炉処理量の相関関係を示していますが、土壌

比率アップにより、投入量、処理量とも増加傾向を示しています。２頁表１には、土

壌比率を３段階（３５～４０％、４０～４５％、４５～５０％）に区分して投入量や

処理量等の平均値、最小・最大値をまとめています。表のとおり、溶融炉処理量が最

大となるのは土壌比率が４０～４５％の場合で、土壌比率を４５％以上アップしても

溶融炉処理量は増加していません。次の図１－１は土壌比率とアルカリシリカ反応値

の相関関係で、土壌比率アップ（４５～５０％）により、場合によってはアルカリシ

リカ反応値が１に近づくことがわかります。次にスラグへの影響を説明します。スラ

グの塩基度とアルカリシリカ反応性試験の推移を図２に、これらの関係を図３に示し

ています。なお、平成２０年９月１５日から試験を開始しています。土壌比率が高い
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状態では、溶融助剤添加量を抑制することで、スラグの塩基度が下がり、その結果、

アルカリシリカ反応値が上がり、塩基度が０.５以下となると基準値の１に接近しま

した。一方、塩基度を０.５以上にするためには、図４のとおり、溶融助剤添加量を

１２％以上で管理する必要があります。次の図５は、粗大スラグの混合によるアルカ

リシリカ反応値の上昇についてです。試験にあたっては、スラグの品質管理を徹底す

るために、製砂スラグへ粗大スラグ発生量の１００％、７５％、５０％、２５％、な

しの５段階の混合率の品質試験を実施して、粗大スラグの混合割合を決めています。

図５のとおり、製砂スラグのアルカリシリカ反応値が高くなったこともあり、粗大ス

ラグの混合率が２５％や０％の状況もありますが、５段階の試験を実施することによ

って、出荷スラグの品質管理を徹底しています。次の表２は、出荷スラグの安全性を

検証するために化学法に加えてモルタルバー法の迅速法を用いた測定結果です。これ

らの結果を踏まえ、処理量アップ及び品質保持のために、土壌比率の目標を４０％～

４５％とし、塩基度が０.５以上となるよう溶融助剤添加量を１２％程度で調整しま

す。それから、出荷スラグの品質管理を徹底するために、引き続き、５段階の混合率

の品質試験を行います。 

以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）会議の冒頭に豊島住民代表者からも意見がありましたが、ロータリーキルン

炉による仮置き土の処理量をどのように把握するのか説明してください。 

○（県）ロータリーキルン炉処理量については、３箇所で測定しています。１つ目はロ

ータリーキルン炉投入量で、仮置き土と中間処理施設で前処理した溶融不要物の合計

量です。２つ目は仮置き土の前処理量で、前処理後の仮置き土ホッパー投入量です。

３つ目は、仮置き土の輸送量（トラックスケール計量値）です。仮置き土については、

そのうち２箇所で計測していますので、時間差はありますが、これらのデータを計測

すれば、ほぼ正確な値が推定できるのではないかと考えています。 

○（委員）そういった意味では、情報表示システムのように日々の処理状況を公開する

際には、投入量のデータを利用することとなるのですか。 

○（県）はい。なお、月計値としては仮置き土と溶融不要物の量をほぼ正確に把握でき

ると考えています。 

○（委員）ロータリーキルン炉の後燃焼バーナ周辺にクリンカが付着したことについて、

後燃焼バーナの位置やクリンカの付着状況、処理停止に至った経緯などを具体的に説

明してください。 

○（クボタ）ロータリーキルン炉の後段に後燃焼室を縦に配置し、後燃焼室の一番下に

後燃焼バーナが付いていますが、そのバーナの火炎を遮るような形でクリンカが付着

したため、バーナを一度消して、外側からつつき落とそうと試みました。しかしなが

ら、クリンカが予想以上に硬かったことから、ロータリーキルン炉を立ち下げて、内

側からクリンカを除去しました。３月５日以降は定期的にバーナ周辺の付着状況を観

察しながら、クリンカが成長しているようであれば、硬くなる前に除去するなど対策

を講じています。 
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○（委員）クリンカが成長してから除去するのは大変ですので、引き続き、定期的に状

況を観察してください。 

○（委員）仮置き土のロータリーキルン炉による高温熱処理の実施に伴い、施設を改造

した箇所を図５に記載してください。また、今回のようなトラブルが発生した場合に

は、拡大図を利用するなどわかりやすく記載してください。 

○（委員）ロータリーキルン炉の運転データについても、溶融炉のトレンドと同じよう

な形で整理してください。それから、情報表示の件についても早急に検討してくださ

い。 

○（委員）土壌比率アップによる処理量対策については、資料のとおり、データに少し

ばらつきはありますが、品質保持のために土壌比率の目標を４０～４５％、塩基度が

０.５以上となるように溶融助剤添加量を調整すること、さらには、製砂スラグへの

粗大スラグ発生量の５段階の混合率で試験したうえでチェックすれば、あまり問題な

いだろうと判断しました。 

 

（（（（３３３３））））直下汚染土壌直下汚染土壌直下汚染土壌直下汚染土壌のののの水洗浄処理水洗浄処理水洗浄処理水洗浄処理    

○（県）資料１８・Ⅱ／２－３直下汚染土壌の水洗浄処理を説明します。第１７回管理

委員会で設置が承認されました豊島処分地排水・地下水等対策検討会において、直下

汚染土壌の水洗浄処理について検討を進めてきました。第１回検討会（平成２１年２

月２１日開催）では、豊島処分地汚染土壌処理の基本的な考え方（案）をとりまとめ

ました。掘削完了判定マニュアルに基づき、廃棄物等の掘削後に地表となった土壌に

対して、完了判定調査を行い、完了判定基準を超過した汚染土壌について、重金属等

は水洗浄処理し、揮発性有機塩素化合物は、地下水処理とあわせて、高度排水処理施

設を利用した地下水揚水処理等を行います。なお、廃棄物等の掘削・運搬作業が完了

した時点での汚染地下水への対応については、過去の検討結果に基づき、地下水調査

を実施し、地下水浄化が必要と判断された場合には汚染地下水の処理を検討・実施し

ます。第２回検討会（平成２１年３月２１日、２２日開催）では、豊島処分地水洗浄

処理企画提案書について、応募業者（１０業者）のヒアリングを実施しました。ヒア

リングの結果、汚染土壌の水洗浄処理技術については、実績に差はあるものの、１０

業者とも基本的技術は確立していることを確認しました。また、処理技術は細部で違

いがあるものの、表の工程・設備で構成されています。それから、事前適合性試験方

法について、実プラントを使用する業者は４業者（試料量：２０～２００ｔ）、ミニ

プラントを使用する業者は４業者（試料量：２０～１００ｋｇ）で、１０業者とも室

内試験（試料量：２０～５０ｋｇ）は可能でした。また、委員等からは、①経験の差

はあるが、水洗浄処理の基本的技術は各社とも確立している、②洗浄・解泥工程での

破砕・摩砕による細粒分の増加をできる限り抑えられるものがよい、③細粒分の分級

にサイクロンと回転式分級機があるが、試験は両方で実施するのがよい、④試験はで

きる限り実機プラントに近いものが望ましい、⑤重金属とＶＯＣの複合汚染土壌の処

理には、石灰混合法やオフサイト処理システムに組み込まれている洗浄処理土壌の焼

却方法などがあり、チェックする意味で試験を実施する必要があるとの意見をいただ

きました。今後は、第３回検討会を平成２１年５月２６日に開催し、事前適合性試験
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の実施計画（試験試料の採取場所や分析内容、試験業者の選定等）の検討を進めます。

その後、豊島処分地で試料を採取するとともに検体分析を行い、事前適合性試験を実

施します。また、あわせて現地調査も予定しております。 

以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）第１回検討会で概要をとりまとめ、第２回検討会では業者ヒアリングを実施

しました。１０業者とも基本的には水分級洗浄ですが、比重分級については、２種類

（サイクロンと回転式分級機）の工程・設備でした。なお、できるだけ実機プラント

で実証試験を実施したいと考えていますが、この場合には、大量（２０～２００ｔ）

の試料が必要ですので、それだけの試料を採取できるのかということが課題となりま

す。そういった意味では、いくつかパターンを分けて、ミニプラントで実証試験を行

ったうえで、技術選定することも考えられます。また、水洗浄により分離する土壌粒

度が７５ミクロン以下のところは、おそらく高濃度で汚染されていることから、きち

んと処理しなければいけません。この部分がかなり多いということが気になるところ

ですので、その量を水洗浄処理の過程でどれくらい抑えられるのかという点も検討し

なければいけません。また、産業廃棄物によって汚染された直下の土壌は廃棄物なの

かどうか、この点の解釈については環境省に確認して整理してください。 

○（委員）直下汚染土壌の水洗浄処理については、廃棄物を取り除いてみないと処理し

なければならないものの性状や量がはっきりわからないので、非常に難しいと思いま

すが、性状や量の変動など予想できない部分にきちんと対応できるようにしなければ

いけないと思います。 

○（委員）オンサイト処理の場合は大きな施設を豊島処分地に持ち込むこととなります

ので、汚染土壌が少量であれば、結果として、処理単価が高くなります。そういった

意味では、オフサイト処理の方が柔軟に対応できるかもしれません。オンサイト処理

の場合、小規模なプラントを並べることができないかということを質問しましたが、

そういった提案はありませんでした。ただし、プラント設営期間については、業者に

よって幅がありましたので、この点は、技術選定の要素になると思います。 

○（委員）性状や量の問題に対するフレキシビリティは必要だろうと思います。 

○（委員）産業廃棄物によって汚染された直下の土壌は廃棄物なのかどうか、この認定

をどうするのか、きちんと整理してください。 

○（県）産業廃棄物は、廃棄物処理法に規定する２０種類のものに限定されており、豊

島の土壌はそのいずれにも該当しないことから、県としては、基本的に土壌として取

り扱いたいと思っていますが、ご指摘の点については、環境省の考え方を確認します。 

○（委員）検討会の際に、豊島住民代表者の方から、事前適合性試験の実施には同意す

るけれども、実際に直下汚染土壌の水洗浄処理を実施することには現段階では同意し

ていない、今後の協議が必要であるとの意見がありました。 

○（委員）技術的な検討を進めながら、関係法令の解釈を整理してください。また、こ

の件については、豊島住民の方々との話し合いも必要ですので、そういった問題を解

決しながら、実際に適応するかどうかも含めて検討したいと思います。 
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３３３３    平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの豊島廃棄物等処理事業年度計画等豊島廃棄物等処理事業年度計画等豊島廃棄物等処理事業年度計画等豊島廃棄物等処理事業年度計画等（（（（審議審議審議審議））））    

○（県）資料１８・Ⅱ／３－１豊島廃棄物等処理事業基本計画（掘削）を説明します。

第１６回管理委員会で承認いただきました残存重量の見直しに伴う新たな処理計画

に従い、計画を立てています。なお、土壌比率や密度等については、変更していませ

ん。平成２１年度の溶融炉処理量は、土壌比率による処理量アップの実証試験を開始

した以降（平成２０年１０月）から平成２１年３月１５日までの処理実績に基づき、

６３,８６０トンとしています。なお、ロータリーキルン炉処理量は７,２００トン、

岩石等特殊前処理は５００トンで、合計７１,５６０トン処理する計画です。 

○次に、資料１８・Ⅱ／３－２平成２１年度における各種調査の実施方針（案）を説明

します。１－１．豊島に関する環境計測（水質、大気汚染等）は、調査項目、頻度と

も平成２０年度と同内容です。それから、豊島周辺環境モニタリングについても、調

査地点、調査項目、回数は変更していません。１－２．直島に関する環境計測（中間

処理施設のばいじん等）と周辺環境モニタリングについても、調査項目等は平成２０

年度と同内容です。１－３．海上輸送に関するモニタリングも同内容です。次頁２．

豊島関係調査の特殊前処理物洗浄完了判定、掘削完了判定、ドラム缶内容物調査は、

その都度、適切に実施します。３．中間処理施設運転検査の均質化確認検査、処理対

象物試験、副成物試験についても、平成２０年度と同内容です。 

○次に、資料１８・Ⅱ／３－３平成２１年度豊島廃棄物等処理事業年度計画を説明しま

す。まず、豊島側の掘削作業日数は２４４日／年で、７１,０６０トン／年掘削する

ための月別計画量を記載しています。それから、陸上・海上輸送についても７１,０

６０トン／年輸送するための月別運航日数を記載しています。それから、平成２１年

度には、６月～７月と１月に中間処理施設の定期整備を実施します。なお、２号溶融

炉主燃焼室の大規模補修を１月に実施する計画です。その関係で定期整備期間が長く

なりますが、１号炉稼働日数は３１６日／年、２号炉は３０４日／年です。先ほど説

明したとおり、ロータリーキルン炉処理量は７,２００トン／年で、ユーティリティ

ー使用量は、平成２０年度の実績に基づき、計画を立てました。高度排水処理施設に

ついては、これまでどおり、定期点検や薬品洗浄等で運転を休止しながら、３４４日

／年運転（処理量：６５トン／日）します。 

以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）ロータリーキルン炉に関する計測や処理物の性状などについては、４月中に

整理して、関係者に資料を提出してください。 

○（県）できるだけ早急にまとめて提出します。 

○（委員）これまでも、いろいろな原因で炉が止まっていますので、過去の事例を踏ま

えて、施設の整備・補修計画をきちんと立ててください。会議の冒頭に、直島町代表

者の方から意見があったように、円滑で安定的な運転につなげるため、安全に配慮し

た計画をきちんと実行してください。 

○（県）平成２２年１月に大規模補修を行う予定ですので、その実施計画等を事前に管

理委員会に報告します。 
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４４４４    第第第第２２２２次掘削計画次掘削計画次掘削計画次掘削計画（（（（後期後期後期後期））））とととと地下水管理地下水管理地下水管理地下水管理（（（（報告報告報告報告・・・・審議審議審議審議））））    

○（応用地質）資料１８・Ⅱ／４－１平成２０年度～平成２４年度の掘削計画（案）を

説明します。この資料は、第１７回管理委員会と第１回検討会での指摘事項を踏まえ

て修正したものです。１頁の前提条件、２頁の地下水位コンター、３頁の掘削計画の

基本的な考え方については第１７回管理委員会で説明した内容と同内容ですので、説

明を省略します。次にトレンチへの貯留機能の考慮を説明します。これまでの地表

水・地下水処理においては、豪雨が連続した場合でも、北海岸揚水井からの揚水及び

浸透トレンチへの環流を用いてシュレッダーダスト内に貯留・蒸発散させることによ

り、豪雨における一時的な地下水の増加に対応していましたが、廃棄物底面付近を掘

削する第２段階では、シュレッダーダスト内での貯留が次第に困難となるため、第２

段階後半においては、これまでシュレッダーダスト内で対応していた一時貯留をトレ

ンチで負担します。ただし、蒸発散を促進させるための表流水の循環は可能な限り確

保するものとします。なお、トレンチの容量につきましては次節で説明します。表２

－２は年度別の掘削内訳試算結果で、先ほどの年度別掘削計画にあわせています。次

に、具体的な掘削計画を６頁から説明します。なお、委員からのご指摘を踏まえて、

平面図の下側に横断図を記載するとともに、ハッチングを変更しています。また、平

面図の右下側にはそれぞれの段階でのシート開放面積、必要トレンチ容量、計画トレ

ンチ容量を示しています。６頁は平成２０年４月からの平面図です。７頁は平成２１

年１月ごろから現在までの平面図で、Ｃ２、Ｅ２付近、Ｆ３、Ｆ４付近を掘削してい

ます。８頁は平成２１年１０月ごろからの平面図で、現在の運搬道路付近を掘削しま

す。この部分の標高は６.５ｍで、Ｄ３、Ｄ４付近の標高（７ｍ）より低くなってい

ます。９頁は平成２２年４月ごろからの平面図で、北海岸付近を主に掘削します。１

０頁は平成２２年５月ごろからの平面図で、混合面を移設し、前段階での混合面付近

を掘削します。次頁の平成２２年６月ごろからは、北海岸堤防付近を西側から３段階

に分けて掘削します。平成２２年８月ごろからは、前段階で掘削した北海岸西側（Ｄ

２）付近をさらに掘削します。なお、Ｇ３、Ｇ４付近の仮置き土をこの場所に移設し

ます。１４頁は平成２２年９月ごろからの平面図で、表流水の流入を防ぐためＤ２付

近に移設した仮置き土にシートを敷設します。その後、北海岸中央部と東側を掘削し

ます。１７頁の平成２２年１２月ごろまでには標高が概ね６.５～８ｍ程度となり、

それより低い部分の掘削を進める段階となります。まず、Ｆ２、Ｇ２付近を掘削して、

トレンチを拡大します。次に、前段階でのトレンチ部分を含むＨ測線の東側部分を掘

削します。１９頁の平成２３年２月ごろからは、引き続き、Ｈ測線の東側部分を直下

土壌の底面まで掘削し、掘削完了判定を行うとともに、表流水の流入を防ぐためにシ

ートを敷設します。２１頁は平成２３年５月ごろからの平面図で、全体的に平らに掘

削するとともに、Ｆ２、Ｇ２付近の北側を掘削して、トレンチを拡大します。２２頁

目は平成２３年１０月ごろからの平面図で、トレンチ容量を確保するためにＦ３付近

を掘削し、平成２３年１１月ごろからは、Ｆ３付近を直下土壌の底面まで掘削し、掘

削完了判定を行います。２４頁は平成２３年１１月ごろからの平面図で、引き続き、

前段階で掘削完了判定を行った部分を標高２ｍ程度まで平らにします。なお、掘削完

了区域の下の処理不要土を掘削するため、平面図では、当該区域をオレンジで色付け
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していますが、厳密には掘削完了区域です。これについては、場内に仮置きして、掘

削終了後に埋め戻すなどの対応が考えられます。２５頁は平成２３年１２月ごろから

の平面図で、先ほどの掘削完了箇所を遮水構造のトレンチとして利用します。ただし、

蒸発散を促進させるために、Ｃ２、Ｄ２付近に浸透トレンチを確保して、Ｆ３のトレ

ンチからＣ２、Ｄ２のトレンチに送水します。２６頁は平成２４年２月ごろからの平

面図で、北側中央部分を掘削し、その後、北海岸西側の掘削を進めます。ただし、こ

の段階から浸透できる廃棄物がなくなりますので、浸透トレンチは設置しませんが、

その代わりに貯留トレンチに貯留する計画です。なお、平成２４年度には、直下土壌

までの掘削と完了判定を適宜行いながら掘削を進めます。２９頁は平成２４年１１月

ごろからの平面図で、前段階で掘削した箇所を直下土壌の底面までの掘削し、完了判

定を行います。また、現在、揚水施設を設置している北海岸部分を掘削します。３０

頁は平成２５年１月ごろからの平面図で、混合済みの廃棄物などを搬出し、その周辺

を直下土壌の底面まで掘削し、掘削完了判定を行います。３１頁は平成２５年３月の

平面図です。なお、北海岸側の揚水施設の上部は掘削しますが、揚水施設は残ります

ので、Ｃ－Ｄ測線、Ｅ－Ｆ測線、Ｇ－Ｈ測線の間にそれぞれ示しています。３２頁に

は、掘削期間中のシート開放面積を図示しています。図のとおり、平成２０年までは

２.５ｈａ程度、現在は３.５ｈａ程度で、今後も徐々に増える計画です。シート開放

面積が最も大きい時期は、平成２２年９月ごろ（４ｈａ以上）です。なお、図に記載

のとおり、平成２２年１２月ごろまでは北海岸と同程度まで平坦とする段階（第１段

階）で、平成２３年以降はそこから下を掘削する段階（第２段階）です。第２段階の

うち、平成２４年４月までは、浸透トレンチと貯留トレンチを併用できますが、平成

２４年５月からは、浸透トレンチが確保できなくなりますので、貯留トレンチで貯留

場を確保する計画です。なお、各段階の最大開放面積を赤色で表記していますが、第

２段階前期は４.１ｈａ、後期３.２ｈａです。次にトレンチ容量の検討を説明します。

トレンチ容量の検討については、①１０年確率豪雨時の必要貯留量（１回の降雨）と

②複数の降雨に対する検討について実施します。ただし、複数の降雨に対する検討に

ついては、蒸発散可能な期間（第２段階前期）と蒸発散が期待できない期間（第２段

階後期）の２ケースを検討しました。３４頁からは、１０年確率豪雨時の貯留容量の

検討結果ですが、前回と同内容ですので、説明を省略します。なお、委員からのご指

摘を踏まえて、３７頁には流出係数に関する資料をまとめています。現在、廃棄物掘

削面の流出係数（０.６）は、表－１（香川県大規模土地開発事業技術基準）の耕地

を目安として設定しています。その下には、参考として、他の基準等による一般値を

示しています。①道路事業で用いられる一般値の平坦な耕地の流出係数は０.４５～

０.６０程度で、②河川事業で用いられる一般値の畑・原野の流出係数は０.６程度で

す。以上のように、現在用いている流出係数は一般的な値として妥当なものと考えて

います。この流出係数を用いた計算結果を３６頁表３－３にまとめていますが、トレ

ンチからの浸透を無視した場合には、５,１００ｍ

3

程度の貯留容量が必要で、流域面

積あたりの貯留容量を算出すると１,５０３ｍ

3

／ｈａとなります。３８頁からは複数

の降雨に対する貯留容量の検討結果をまとめています。まず、第２段階前期における

必要貯留量の検討を説明します。この段階では、蒸発散による地下水量の減少が期待
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できる状態ですので、シュレッダーダストで受け持っていた処分地内の一時的な地下

水量増加量がトレンチ必要容量となります。図３－２は出し入れ計算模式図です。出

し入れ計算にあたっては、過去１０年間における平均的な降雨量に最も近い平成１３

年の降雨パターンを採用しています。その計算結果は３９頁のとおりで、下段は降雨

量、中段は流入量（雨量）及び流出量（排水処理＋蒸発散）、これらを出し入れ計算

した結果、上段のような増減となります。このように、平成１３年の降雨状況であれ

ば、処分地内の一時的な増加水量は２,０００ｍ

3

程度と推定され、第２段階前期では、

１０年確率の１回の降雨を貯留できる容量（６,６００ｍ

3

）を確保することにより、

平年程度の降雨における一時的な貯留は可能となるものと考えられます。次の４０頁

には第２段階後期における必要貯留量の検討結果をまとめています。第２段階後期で

は、トレンチ単体を対象とした出し入れ計算により、トレンチ容量を設定しています。

図３－５は出し入れ計算模式図で、トレンチへの流入量は地表流出（降水量×地表の

流出係数）、トレンチからの流出量は水面からの蒸発と高度排水処理施設への送水量

です。降雨パターンは、先ほどと同様、平成１３年降雨パターンを採用し、流入面積

は第２段階後期の最大シート開放面積である３.２ｈａ、掘削区域の流出係数は、０.

６を基本としました。ただし、これは短期的な流出係数で、長期的には流出係数が低

くなることも考えられます。また、流出係数を低く設定した場合、トレンチから高度

排水処理施設への送水可能量が少なくなり、トレンチの一時貯留量が増大することも

考えられることから、流出係数０.５、０.４のケースについても検討しました。なお、

降雨が直接流入する水面の流出係数は１.０を採用しています。表３－４は平均流出

係数の算出結果で、ケース１（掘削区域の流出係数：０.６）の平均流出係数は０.

６７５、ケース２(掘削区域の流出係数：０.５)の平均流出係数が０.５９４、ケース

３（掘削区域の流出係数：０.４）の平均流出係数は０.５１３です。トレンチからの

蒸発量は、廃棄物等からの蒸発散と同様に、蒸発散位と実蒸発散量の比を０.５とし

て考慮しました。なお、水面からの直接蒸発ですので、蒸発散位と実蒸発散量の比が

１.０となることも考えられますが、これまで水面からの蒸発を考慮して運用してき

た実績がないことから、安全側に立って、廃棄物等からの蒸発散と同様に設定しまし

た。トレンチから高度排水処理施設への送水可能量については、トレンチからの浸透

がなくなった状態では、トレンチ以外から浸透した降水がそのまま北海岸及び西海岸

の井戸から揚水されるものとし、その揚水量と高度排水処理施設量の差分がトレンチ

から送水できるものとしています。その送水可能量は表３－５のとおりで、ケース１

のトレンチからの送水可能量は、３７トン／日、ケース２は３０トン／日、ケース３

は２２トン／日です。これらの算出結果を用いて計算した結果を表３－６と図３－６

にまとめています。ここに示したとおり、必要となる貯留量は流出係数が小さくなる

にしたがって減少し、平年程度の降雨であれば、トレンチに貯留される量は６,４０

０～７,０００ｍ

3

程度と推定されます。図３－６はケース１の計算結果ですが、貯留

量の最大値は７,０００ｍ

3

程度で、この段階でのシート開放面積は３.２ｈａですの

で、先ほどの１０年確率の１回の降雨を貯留できる容量（５,１００ｍ

3

）を上回りま

す。このため、第２段階後期におけるトレンチ容量は７,０００ｍ

3

以上確保するもの

とします。 
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以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）最後に説明した検討結果をもう一度説明してください。豪雨の際の必要貯留

量は５,１００ｍ

3

ですか。 

○（応用地質）複数の降雨で求めた７,０００ｍ

3

を確保する計画です。 

○（委員）それを下回っているという意味ですか。 

○（応用地質）そうです。 

○（委員）平成１３年の降雨量が降ったときのトレンチ容量ということになるのではな

いですか。 

○（応用地質）そうです。 

○（委員）豪雨の場合、この段階のトレンチ容量はいくらですか。 

○（応用地質）７,９００ｍ

3

確保しています。４２頁のとおり、一番貯留した状態のと

きに１０年確率の豪雨があった場合は、高度排水処理施設の貯水容量が概ね２,００

０ｍ

3

、西海岸沈砂池１付近の貯留容量が概ね１２,０００ｍ

3

程度で、これらに貯留

する計画です。 

○（委員）この件は、図面には示していないですよね。この話も整理しなければいけま

せんので、計画の段階ですが、図面に表現してください。 

○（応用地質）わかりました。 

○（委員）今の状況は３０頁の段階のことですか。 

○（応用地質）２７～３０頁の段階です。高度排水処理施設の貯留容量が２,０００ｍ

3

程度、平面図Ｃ６付近の沈砂池１周辺の貯水容量が１２,０００ｍ

3

程度で、豪雨時に

は一時的にこれらに貯留する計画です。 

○（委員）豪雨の前は、それらの状態はどうなっていますか。そこに貯留するといって

も、そこが空になっていないとそれだけの量を貯留できません。 

○（応用地質）運用段階での放水期では、高度排水処理施設の一時的な貯留量を確保で

きるようにするとともに、沈砂池１付近の貯留水を極力排除する対処方法になると思

います。 

○（委員）処分地全体の流れとして、ほかが目一杯であれば、どうしてそれだけの量を

確保できるのかということがわかりません。 

○（応用地質）掘削区域内に確保できる量には限界がありますので、日々の降雨で一杯

になることは起こりえると思います。ただし、西海岸付近については、雨水が集水す

る箇所ではありませんので、基本的にはそれほどの量は溜まらないと思っています。 

○（委員）基本的に西海岸付近の貯留は廃棄物層とつながっていて、そこが一番低いで

すので、雨と関係ないというのは理解できません。その点も含めて水の量がどう変動

するのかもう一度検討してください。西海岸のポンプは機能していないのですか。 

○（応用地質）現在も機能していると思います。ただし、西海岸の井戸では地表水では

なく地下水を汲み上げています。 

○（委員）資料で見る限りでは西海岸付近には手を付けないこととなっていますが、も

う少しわかりやすく整理してください。何もなければこのまま７,９００ｍ

3

で収まる
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ということですね。 

○（応用地質）そうです。 

○（委員）高度排水処理施設の処理能力をもう少しアップできるのかもしれませんが、

北海岸からの水を処理しなければならないので、結局、溜めるだけの状態がある程度

推定できるわけです。その点も含めて、どのぐらい余裕があるのかなど最後の段階の

水収支バランスをわかりやすく整理して、排水・地下水等検討会に報告してください。 

○（応用地質）わかりました。 

○（委員）西海岸の付近の地下水は廃棄物由来ですよね。これは、直下汚染土壌の水洗

浄処理に関連するかもしれませんが、地下水由来で土壌が汚染されていると、量が変

わりますので、その点のイメージがわかるように整理してください。それと、オンサ

イト処理の場合、プラント施設の設置場所にも関連してきます。また、先ほど説明が

ありました１２,０００トンという話ですが、仮にそれが汚染されていたとすれば、

それを処理しながら減らしていくときに、２００日程度処理（６５トン／日）しなけ

ればいけません。そうすると、その間に溜めているところへさらに流入するというよ

うな事態があると、果たして安全なのかなと思います。極端な場合を想定していると

思いますが、本当に安全なのかということが見えません。 

○（応用地質）掘削終了時まで一時的な貯留がもてば、その周辺については、地表水に

追加して流される形となりますので、掘削が終了した段階でも残る可能性はあります。

その後、高度排水処理施設で減らしていくことなると思います。 

○（委員）そういった意味では、最後の掘削時の開口部は、それほど開けているつもり

はないけれど、結構広いということにもなるのでしょうか。だから、もう少し工夫す

れば、今の水の量は減ってくるわけですよね。 

○（応用地質）そうです。 

○（委員）計画段階で安全サイドに立っていることがわかるようにしてください。 

○（県）１０年確率の１日の豪雨量は約２４０ｍｍ、開口部が３.２ｈａですので、そ

の降雨量というのは７,６００トン程度です。流出係数は０.６ですので、そのうち約

４,６００トンが流入すると考えられます。７,０００トン貯留しているうえに、４,

６００トンの水が新たに流入すると、プラス４,６００トンの容量が必要となります

が、実際のトレンチ容量は７,９００トンですので、４,６００トンのうち１,０００

トン程度はさらに貯留することができます。残り３,６００トン程度をどこかに貯留

しなければいけませんが、そのうち２,０００トン程度は高度排水処理施設の調整槽

に貯留できるのではないか、残りは、緊急措置として、沈砂池１に貯留できるのでは

ないかということです。なお、沈砂池１については、豪雨が予想される場合には、早

い段階で事前に放流して、水位を低くする対応をとりたいと考えています。 

○（委員）その点も含めて、管理委員会や関係者が納得できるような計画をきちんと提

出してください。 

○（委員）１０年確率の１回の豪雨量の場合、流出係数（０．６）は大きくなると思い

ますので、もう少し高い値を採用することも検討してください。 

○（県）委員からのご指摘を踏まえて、きちんと整理し、次回の排水・地下水等対策検

討会（５月開催予定）で報告します。 
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○（委員）それから、資料１－１の問題に関連して、例えば８頁目の平面図（平成２１

年１０月ごろ）の段階では、沈砂池２に接近することとなり、排水路の扱い方が変わ

ってきます。そういったことを工事計画にきちんと反映して、指示書を書くなど管理

フローをきちんと策定してください。さらに、管理フローの中では、汚染水が沈砂池

２に流入しないよう排水対策を実施することなどの基本原則をきちんと書き込んで

ください。 

○（県）掘削作業が進むにつれて、その都度、排水路等を改良しなければならないケー

スが出てくるだろうと思いますので、その都度、適切に対応します。 

 

５５５５    中間処理施設中間処理施設中間処理施設中間処理施設のののの運転管理等運転管理等運転管理等運転管理等（（（（報告報告報告報告））））    

○（クボタ）資料１８・Ⅱ／５－１中間処理施設における定期点検整備結果等を説明し

ます。平成２１年１月に実施した主な点検・整備工事実績を表１－１にまとめていま

す。まず、前処理設備の破砕機と粗破砕機については、それぞれライナ及び刃物等の

消耗部品を交換しました。それから、溶融炉内の付着物の除去や耐火物の表面のクラ

ック等の簡易補修等を行いました。それから、第１スラグコンベヤについて、二次燃

焼室の壁面にスラグが付着して大きく成長し、それが落下した際に系外に出すことが

できない、あるいは干渉してコンベヤを破損させるトラブルに対応するために、天蓋

のかさ上げや取出スクリーンを設置するとともに、コンベヤチェーンを交換しました。

また、ボイラー及び脱気器の法定点検を実施し、耐火物剥離箇所の水管肉厚測定等も

行っています。それから、触媒の積み増しを実施しました。また、後燃焼室ダスト排

出装置等の消耗品、排ガス分析計と可燃ガス検知警報器の消耗部品を交換しました。

次頁の表１－２は、運転維持管理員による保守点検作業の予定と実績で、点検の結果、

交換等が必要と判断して実施したものについては、色つきで示しています。次に、ボ

イラー水管の点検を説明します。平成１９年秋ごろから耐火物が剥離して水管が排ガ

スにさらされている主な箇所を定点測定し、その結果を表１－１にまとめています。

今回の測定結果は表の右欄ですが、これまでと同様、２号溶融炉１室の下部の点検口

部分では、最小厚み(２.６３ｍｍ）を下回っていました。その周辺の肉厚を詳細に測

定したところ、図１－２に示したエリアでは３.０ｍｍを下回っていました。このた

め、この３.０ｍｍを下回っていた部分について、肉盛補修を実施するとともに、そ

の周辺の耐火物を補修しました。今後は、水管の減肉が大きく肉盛補修を繰り返して

いる２号１室下部の水管や耐火物の損傷が激しい１室の補修を検討するとともに、耐

火物が損傷して、水管が排ガスにさらされているエリアについても、引き続き、水管

厚みの推移を確認します。次に、平成２１年度の運転及び整備計画案を説明します。

平成１５年度の本格稼動後、定期整備回数を徐々に減らし、耐火物の大規模補修等に

よる処理停止日数の増加を補い、運転日数を確保してきました。定期整備回数を減ら

すことにより、連続運転日数が増加しますので、次の課題が発生しています。まず、

①ボイラーダスト排出装置上部でのダスト堆積です。これについては、最近のトラブ

ルと対策で詳細を説明します。それから、②ガス冷却室出口ダクトのダスト付着です。

連続運転日数が増加すると、ガス冷却室からバグフィルタまでのダクトにダストが付

着し、大きな圧力損失が発生することがあります。それから③壁面付着物の落下に伴
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う排出不良です。これらの課題に対しては、点検口の増設や点検頻度の増加で対応し

ていますが、今年度も引き続き、付着物の除去対策を検討します。次の平成２１年度

の運転及び定期整備計画は、県からの説明のとおりですので、説明を省略します。次

に、平成２１年度の炉内整備の内容を説明します。まず、第１回目の定期整備では主

燃焼室や二次燃焼室の付着物の除去と耐火物の簡易補修等を行います。２回目の定期

整備では、図３－１のとおり、２号溶融炉の主燃焼室天井・内筒の耐火物を張替えま

す。なお、平成１８年度には当該箇所の張替え補修を実施しています。 

○次に、資料１８・Ⅱ／５－２最近のトラブルと対策を説明します。まず、平成２０年

１２月２７日には、２号主燃焼室内の負圧維持が困難になったため、立ち下げました。

この原因等については、添付資料で説明します。また、同日、１号第１スラグコンベ

ヤから大きなスラグが続けて発生したため、一時的に処理を停止しました。二次燃焼

室壁面に付着・成長したスラグが落下したことが原因でしたので、先ほど説明したと

おり、上蓋のかさ上げとヘッド部の改造により、大きなスラグが発生した場合でも容

易に系外に排出できるように改造しました。平成２１年１月２１日には、２号主燃焼

室内の負圧維持が困難になったため、一時的に処理を停止しました。第１スラグコン

ベヤの水封水レベルが低下したことにより、水封が切れて、そこから空気が漏れ込ん

だことが原因でした。このため、ストレーナの点検頻度を１回／日から２回／日に増

やすとともに、水封水のレベルが低くなっていないか２時間ごとに中央制御室のレベ

ル計で確認・記録します。なお、レベルが低下している場合には、ストレーナを点検

します。また、緊急時に速やかに給水できるように給水ラインを追加しました。平成

２１年３月１２日には、１号押込送風機の振動が大きかったため、一時的に処理を停

止して、送風機の羽根を清掃しました。送風機の振動は、羽根へのダスト付着や腐食

によるアンバランス、基礎ボルトの緩み、軸受の摩耗等によって増加しますが、今回

は、羽根の清掃により送風機の振動が収まったため、この羽根へのダスト付着による

アンバランスが主たる原因と考えられます。送風機の点検整備を１回／年実施してい

るとともに、月例点検では振動を確認していますので、このような点検整備を引き続

きに実施するとともに、経過観察のうえで、必要な対応策を検討します。平成２１年

３月１８日には、１号第２ダスト搬送コンベヤが過負荷で停止したため、一時的に処

理を停止して、コンベアを点検・修理しました。点検の結果、コンベヤチェーンが切

れていましたが、チェーンの伸びによるテークアップの緩みが原因ではないかと考え

ています。今後は、定期的にチェーンの伸びを点検し、点検結果を踏まえてチェーン

の交換時期を検討します。次に、ボイラーでのダスト堆積による立ち下げについて、

詳細を説明します。ボイラー内部を確認したところ、Ｎｏ１ボイラーダスト排出装置

上部から２室～３室ターン部の管寄せ付近までダストが堆積していました。原因は、

ボイラーダスト排出装置上部のテーパ部分でダストが堆積してせり出し、更に堆積し

てせり出すということを繰り返し、ダスト排出箇所が閉塞して管寄せ付近までダスト

が堆積したものと考えられます。なお、平成１９年度までは３～４回／年の定期整備

を行い、概ね３～４ヶ月ごとに付着ダストを清掃していましたが、平成２０年度から

定期整備が２回／年に減少し、ダスト清掃までの運転期間が長くなったことにより付

着ダストが増加したことがダスト堆積の主な原因と考えられます。平成２１年１月の
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定期整備でボイラーダスト排出装置上部の点検口を拡張しましたので、今後は、この

点検口から定期的にダストの堆積やせり出しの状況を確認し、必要に応じてダストを

除去します。さらに、点検口からせり出したダストを除去できない場合やガスの流通

に影響を及ぼす可能性がある場合には、一時的に処理を停止し、５００ｍｍの点検口

を開放して除去作業を行います。 

以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）現場では、非定常業務も発生していると思いますので、そのデータを含めて

過去のトラブル等をきちんと電子化すれば、そのデータをもとに、作業員の負荷軽減

やどういう対策をとればどれくらいの効果があるのかなどをシミュレーションでき

ると思います。この点は、処理量や作業員の安全性の確保に寄与し、その結果、安定

的で円滑な運転につながると思いますので、少し整理することを検討してください。 

○（委員）ボイラーにダストが堆積した際には、作業員が点検口から入って除去するこ

ととなるのですか。 

○（クボタ）１６０ｍｍの点検口では外側からつつく作業となりますが、５００ｍｍの

点検口については、内部が高温で中に入れませんので、外側からのはつり作業となり

ます。 

○（委員）人身事故が起こらないよう十分に注意してください。 

 

６６６６    豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業豊島廃棄物等処理事業にににに係係係係るるるる外部評価業務外部評価業務外部評価業務外部評価業務（（（（審議審議審議審議））））    

○（ＮＴＴデータ）資料１８・Ⅱ／６－１豊島廃棄物等処理事業に係る外部評価業務報

告書を説明します。表１－１のスケジュールのとおり、平成２０年度には、関連ドキ

ュメント調査、関係者の意見照会、現地調査と補完調査を実施しました。１０頁まで

は作業内容などの概要です。１１頁以降に外部評価の結果をまとめています。まず、

マニュアルに関する現地調査結果の概要を説明します。１４頁の豊島廃棄物等処理事

業管理マニュアルの危機管理・防災について、マニュアルではひやり・ハット等が発

生した都度、速やかに報告することとなっていますが、当該事象の発生と報告時期に

一定のずれが生じていましたので、迅速に報告することが望ましいという指摘を入れ

ています。それから、マニュアルの主旨について、参照するためのマニュアルを見い

だすことができなかったことに対して表のとおり指摘を入れています。それから、異

常時・緊急時等対応マニュアルの異常時の対応についてヒアリングした際に、５年間

発生したことがなかった不具合（クレーンの油圧モータのカップリング等の不具合）

が発生したという意見がありました。それから、中間保管・梱包施設でクレーンのシ

リンダーの故障が発生した際、その修理記録等が豊島側に残されていなかったので、

表のとおり指摘を入れています。次に、中間処理施設の運転・維持管理マニュアルの

保守・点検計画の立案について、運転データ等については、回覧等で情報を共有して

いましたが、保守点検計画については、データが膨大でその内容が専門的であること

などから、必ずしも情報を共有していなかったので、表のとおり指摘を入れています。

２２頁以降は、安全対策の導入状況に関する現地調査です。まず、ひやり・ハット事
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例、事故・トラブル事例等の再整理と活用について、過去のキャンペーン時には２０

件程度ひやり・ハット等の報告がありましたが、その後の報告件数は低調です。その

原因として、口頭やメモなどの引継書ではいろいろな情報が出ているのですが、それ

をスクリーニングした後に報告・提出するプロセスであること、また、業務改善提案

については、請負業者は独自のフォーマットを用いて社内に報告・提出していますの

で、二度手間になっていることが考えられます。このため、作成データの電子化など

作業の効率化の推進が望まれます。それから、警報の発生状況とその取扱いに関する

基礎データについて、警報が鳴った際には、設備ごとにその対応方法が異なり、その

意味や対応方法に関する知見が文書化されていませんでしたので、表のとおり評価し

ています。２８頁～３０頁は、目標値の設定と目標値管理のための基礎データの把

握・検討で、７１頁以降にそのデータをまとめています。図２－３－１は実操業比率

データで、平成２０年度は概ね１付近で順調に運転しています。図２－３－２は粗大

スラグの発生率データで、処理量あたりの粗大スラグ発生率をまとめています。平成

２０年度の発生率は安定的に低くなっています。図２－３－３はキープ運転時間の推

移データで、平成１９年度から平成２０年度にかけて、キープ運転時間が少し長くな

っています。図２－３－４は投入エネルギー比率データで、１、２号炉とも、重油量

使用量／トンは概ね０.２を下回っています。図２－３－５は経費比率データの推移

で、単位処理量あたりの平均経費と各経費の事業費全体の割合をまとめていますが、

経年劣化等の影響により点検整備の経費比率が増加しています。表２－３－１はひや

り・ハット発生回数等、表２－３－２は非定常現場作業データ、表２－３－３は作業

員の異動等に関する定着率データをまとめています。３１頁には施設の傾向値管理な

ど運営レベル向上のための基礎データの把握・検討をまとめています。３２頁以降は

これまでの外部評価における改善事項への対応状況で、年度ごとの対応状況を整理し

ています。過去の改善事項に対しては概ね適切に対応していますが、平成１９年度の

改善事項のうち、点検データ等の共有化については、少し課題が残っています。また、

マニュアルに関する習熟、理解の向上について、請負業者では平成２０年度からマン

ツーマン教育システムを導入していることを確認しました。４７頁以降は副成物（ス

ラグ、鉄、銅、アルミ）の有効利用状況の確認についてです。表２－６－１に副成物

の利用者の相関をまとめています。まず、溶融スラグについては、スラグステーショ

ン（中継保管基地）に保管したうえで、エンドユーザーに販売しています。県内３箇

所のスラグステーションうち、高松スラグステーションを現地視察した際の写真を４

８頁に掲載しています。最終利用先では、ピットに溶融スラグを保管した後、生コン

クリート原料として利用しています。次に、銅メタルについては、三菱マテリアル直

島製錬所に販売しています。なお、銅の含有量が高いので、受入れ材料としての価値

は高いという意見を確認しました。次のアルミメタルについては、松本アルミ（愛媛

県）に販売しています。なお、現在、市況の悪化により、引き取って処理を行い、販

売することが難しいという意見を確認しました。次の鉄メタルについては、マテリア

ル・エコ・リサイクルに販売しています。なお、同社は、県から購入後、岡山県の電

炉メーカーに販売していることを確認しました。５４頁から６７頁は外部評価結果で

す。最後に改善策等の検討を説明します。まず、マニュアルに関する現地調査結果に
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基づく改善案です。①ひやり・ハット等の報告のタイミングについては、発生と報告

時期のタイミングにずれが生じることがありますので、速やかに報告し、情報を共有

するとともに、その後の対応策が決まったうえで、追加報告することが望まれます。

また、電子化等の推進による情報の共有化も重要です。②マニュアルに関する習熟、

理解の向上については、参照マニュアルを見いだすことができなかったことから、き

ちんと教育トレーニング等の仕組みを整備し、マニュアルに関する習熟度を高めるこ

とが望まれます。③故障とその対応に関する記録等の保管と共有については、中間保

管・梱包施設では、修理情報等の記録がなかったため、設備修理に関する記録をきち

んと文書化し、情報を共有することが望まれます。④維持管理情報のチェックと共有

化については、重要項目に限定して点検情報を共有するなどの工夫が望まれます。次

に、安全対策の導入状況に関する現地調査結果に基づく改善案です。①ひやり・ハッ

ト等事例報告の電子化について、スクリーニングや紙への移し替え作業を効率化する

ためには電子化の推進が望まれます。②警報の意味とその対応方法に関する知見の文

書化については、整備ごとに警報の意味と対応方法が異なっていますので、文書化を

進めるとともに、将来的には電子化を検討することが望まれます。③安全で円滑な運

転のための設備等の経年劣化への配慮については、経年劣化により、過去５年間トラ

ブルが起きなかった設備に不具合が生じていることから、処理量アップなど、安全を

確保したうえで、効率的な運転が求められている中、従来以上に配慮して、交換品の

確保など円滑な事業運営のための配慮が求められます。 

○（県）次に、資料１８・Ⅱ／６－２外部評価結果に基づく指摘・改善案とそれに対す

る改善方針等を報告します。まず、マニュアルに関するもののうち、①ひやり・ハッ

ト等の報告のタイミングについては、事故等の発生を防止するという観点から、マニ

ュアルの規定どおり、発生の都度、速やかに報告することを徹底いたします。なお、

再発防止の対応などに時間を要する場合には、続報として報告することとします。ま

た、ひやり・ハット等の報告の電子化についても検討を進めます。②マニュアルに関

する習熟・理解の向上については、現場での運用も含め、各種マニュアルを速やかに

参照できるよう教育訓練を行って、その習熟度を高めます。また、管理委員会での検

討状況なども踏まえながら、マニュアルの正確な理解に努めます。③故障とその対応

に関する記録等の保管と共有については、可能な限り書類や電子データにより、修繕

内容など運転管理の参考となる情報の共有化を図り、故障の防止に役立つよう、適切

な運転管理に努めます。④維持管理情報のチェックと共有化については、業務日誌や

修理日報を供覧するとともに、職員会議などの機会を通じて、保守・点検等に関する

計画や実績など、維持管理に関する情報の共有化を図るとともに、引き続き、維持管

理情報の電子化についての検討を進めます。次に、安全対策の導入状況に関するもの

のうち、①ひやり・ハット事例報告、業務改善提案等の提出頻度拡大に向けた電子化

等については、安全に寄与し、効率性を向上させるという観点から、電子化について

検討を進めます。②警報の意味とその対応方法に関する知見の文書化については、安

全性を向上させるという観点から、警報に関する情報の文書化さらには電子化につい

ての検討を進めます。③安全で円滑な運転のための設備等の経年劣化への配慮につい

ては、処理に支障をきたすことがないよう、日常の点検や定期点検を適切に行い、故
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障の発生抑制を図るとともに、もし故障した場合には、迅速に修復できますよう、費

用対効果にも留意しながら、必要に応じた予備品を確保するよう努めます。なお、指

摘の該当箇所については、２年ごとにカップリングを交換することとし、部品を在庫

管理しています。 

以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）過去にはひやり・ハット等を積極的に報告する取組みを取り入れていました

が、継続的に実施していないのですか。 

○（県）全国安全衛生週間を契機として、実施していますが、今後も工夫したいと思い

ます。 

○（委員）大きなトラブルや事故を防止するためにもひやり・ハット等をどんどん報告

してください。また、警報に関して、どういった状況に警報を鳴らさなければいけな

いかは、徐々に経験を積むに従って、それ自体の意味を考える必要があるのではない

かと思いますので、もう一度チェックしてください。また、資料１－１の問題も踏ま

えて、特に、今回のような非定常的な工事に関しては、管理フローをきちんと策定し

てください。次回の外部評価でその点を確認することは必要かもしれません。 

 

７７７７    そのそのそのその他他他他（（（（報告報告報告報告・・・・審議審議審議審議）））） 

○（県）資料１８・Ⅱ／７－１廃棄物の掘削・移動にあたっての事前調査結果を説明し

ます。平成２１年３月１２日に、長谷川技術アドバイザーと豊島住民会議の浜中議長

立ち会いのもと、第３工区（約３,０００㎡）の３１地点をＶＯＣｓガス調査しまし

た。香川県環境保健研究センターと直島環境センターで調査した結果、すべての地点

において、トリクロロエチレン、１,１,１－トリクロロエタン、ベンゼンは検知され

ませんでした。 

○次に、資料１８・Ⅱ／７－２掘削完了判定調査の実施について説明します。平成２１

年３月１２日に、長谷川技術アドバイザーと豊島住民会議の浜中議長立ち会いのもと、

別紙１のとおり、東斜面及び南斜面（約１,０００㎡）を調査しました。今回の対象

区域は、廃棄物等の掘削後の地表面が岩盤でしたので、目視により廃棄物の除去等を

確認しました。その結果、すべての範囲で掘削完了と判定されました。なお、塗料状

のものが付着している箇所（１箇所）がありましたが、その場で削って除去しました。 

○次に、資料１８・Ⅱ／７－３環境計測、周辺環境モニタリング、作業環境調査結果に

ついて報告します。まず、環境計測（１）中間処理施設における排出ガス結果につい

ては、すべての項目で環境基準値を満足しました。（２）豊島における地下水調査結

果については、観測井Ａ３、Ｂ５、Ｆ１とも、これまでの調査結果と比較して特段の

差異は見られませんでした。なお、観測井Ａ３では砒素及びその化合物並びに１,２

－ジクロロエタンが、観測井Ｂ５ではホウ素及びその化合物並びにフッ素及びその化

合物がそれぞれ環境基準値を超過しました。（３）豊島における沈砂池２調査結果に

ついては、資料１－１のとおり、ダイオキシン類が管理基準値を超過しました。次の

周辺環境モニタリング（１）豊島における周辺環境モニタリングについては、周辺地
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先海域、海岸感潮域とも、これまでの調査結果と比較して特段の差異は見られません

でした。次の作業環境測定結果について、常時監視項目は、すべて管理基準値を満足

していました。定期監視項目は、中間処理施設の騒音調査で３階可燃物コンベヤ室が

第２管理区分と評価された以外はすべて管理基準値を満足していました。それから、

その他の環境調査として、今回、仮置き土シート上の雨水を測定しました。平成２０

年１２月に敷設した仮置き土シート上雨水の安全確認のため水質調査を行ったとこ

ろ、表１のとおり、安全確認ができたことから、第１５回管理委員会での報告内容に

基づき、仮置き土シート上雨水南側斜面からの雨水は、処分地南側斜面等の雨水とあ

わせて沈砂地２に導水することとします。なお、沈砂池２において、現在、ダイオキ

シン類の環境管理基準値超過について、原因究明調査及び沈砂池２の清掃を行ってい

ますので、安全確認できるまでは沈砂池２から沈砂池１に導水し、水質確認のうえ、

放流することとします。このため、当面、仮置き土シート上雨水は沈砂池２を経由し

て沈砂池１に導水することとします。 

○次に、資料１８・Ⅱ／７－４各種マニュアルの見直しを説明します。まず、Ⅱ－３暫

定的な環境保全措置の施設等に関する維持管理マニュアルでは、沈砂池へ導入する切

替水門の番号を、作業員が確実な切替操作を実施できるようにするため、水門の番号

と沈砂池の番号一致するように変更します。それから、Ⅱ－５廃棄物の均質化マニュ

アルでは、ロータリーキルン炉による仮置き土の掘削作業に伴いマニュアルの一部を

変更します。次のⅡ－７中間処理施設運転・維持管理マニュアルでは、平成２１年１

月の定期整備の際に、ロータリーキルン炉の改造工事を実施したことから、改造部分

の施設配置図を変更します。 

○次に、資料１８・Ⅱ／７－５緊急時等の報告を説明します。緊急時・異常時等の内容

を関係者に通報する際には、人身への影響、基準の逸脱等、事業進捗への影響を３段

階で暫定的に評価しています。今回、これまでに通報した７件（溶融炉の不具合：５

点、ロータリーキルン炉の排ガス濃度：１件、沈砂池２の水質検査：１件）のうち、

暫定評価レベルと正式評価レベルが異なったのは、①２号溶融炉ボイラーダスト排出

装置の不具合です。なお、通報内容については、説明を省略します。 

○次に、資料１８・Ⅱ／７－６第１５回健康管理委員会（平成２１年２月１８日開催）

の審議概要を説明します。第１５回健康管理委員会では、作業環境測定結果、作業現

場巡視実施状況、従業者の健康診断結果、ひやり・ハット、作業改善報告（小規模事

故１件と労災１件を含む）、平成２１年度の年間スケジュールを審議しました。 

○次に、資料１８・Ⅱ／７－７ドラム缶内容物の検査結果を説明します。平成２０年９

月１２日と１７日にドラム缶（１１本）を掘削しました。このため、マニュアルに基

づき、内容物を検査した結果、表のとおり、すべて取扱判断基準に適合していました。 

以上のとおり、説明しました。 

 

これに対し、委員から次のとおり発言がありました。 

○（委員）その他として、平成２１年１月２５日に第２０回豊島廃棄物処理協議会を開

催しました。協議会の中では、議事録のとおり、月別処理量のみならず、月別計画量

をきちんと報告すること、掘削作業が進んで廃棄物が除去されると、いわゆるダム効
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果がなくなるので、地下水位の低下が課題となるが、今後どのように検討するのかな

どの意見等が豊島住民側から出ました。 

 

ⅦⅦⅦⅦ    傍聴人傍聴人傍聴人傍聴人のののの意見意見意見意見 

＜豊島住民代表者＞ 

○資料１８・Ⅱ／３－１豊島廃棄物等処理事業基本計画について、直下汚染土壌の水洗

浄処理を本格的に実施した際に、０.０７５ｍｍ以下の細かな粒子が３０％～５０％

程度出てくるのであれば、それをどのように処理するのか、溶融炉で処理するのであ

れば、その点を課題として記載しなければいけないと思います。また、資料１８・Ⅱ

／３－３平成２１年度の年度計画に関連して、管理委員会の開催頻度を決めたほうが

いいのではないか、例年は３回／年ですが、不測の事態に備えるために開催頻度を増

やすことも検討してください。また、資料１８・Ⅱ／４－１第２次掘削計画（後期）

について、４頁表２－２に単位を記載してください。また、７頁の平面図について、

Ｂ３付近（中間保管・梱包施設から北海岸の道路）を掘削する計画ですが、現在の運

搬道路の部分も掘削するのですか。 

以上のとおり、意見を述べました。 

 

これに対し、委員等から次のとおり発言がありました。 

○（委員）１点目の質問について、現段階で計画に盛り込むまで詳細なデータは出てい

ませんが、今後の検討項目として、検討会の中で議論したいと思います。 

○（県）現段階の掘削計画の中では、直下汚染土壌を水洗浄処理した場合に発生する汚

泥量を平成２３年度に３,０００トン、平成２４年度に４,０００トン、いずれも外数

として入れています。また、管理委員会の開催頻度については、委員をはじめ関係者

と日程調整したいと思います。 

○（応用地質）４頁表２－２の単位はｍ

3

です。また、平成２１年１０月までにはＢ３

付近を掘削して、下に降りる道路を確保する計画です。 

○（県）Ｂ２、３の付近を掘削しますが、最初から掘削に取り掛かかると通れなくなり

ますので、その期間をなるべく短縮するために、当面は道路に関係ない箇所を掘削し

て、最後に北海岸に向かう道路をできる限り短期間で掘削する予定です。 

○（委員）実際に見通しが立った段階で、関係者に詳細な計画を連絡してください。ま

た、会議の冒頭に、ロータリーキルン炉による仮置き土の高温熱処理に係る情報表示

について意見がありましたが、早急に対応してください。また、次回の管理委員会ま

でに本日の指摘事項等に適切に対応するとともに、その対応内容や実施結果をきちん

と資料として提出してください。 

 

＜直島町代表者＞ 

○特にありません。 
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ⅧⅧⅧⅧ    閉会閉会閉会閉会 

○（委員長）本日はありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 

 

 

以上の議事を明らかにするため、本議事録を作成し、議事録署名人が署名押印する。 

 

 

平成２１年  月  日 

 

 

                議事録署名人 

 

 

                  委員 

 

 

                  委員 

 

 


